
登
録
の
申
し
出
を
し
て
い
る

調
査
に
回
答
く
だ
さ
い

支
援
の
必
要
な
人
を
把
握
す
る
た
め
、

市
で
は
、
名
簿
を
毎
年
更
新
し
て
い
ま
す
。

事
前
調
査
で
、
支
援
が
必
要
と
思
わ
れ
る

人
に「
名
簿
登
録
調
査
票
」
を
８
月
末
ま

で
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記

入
し
、
福
祉
課
ま
で
返
送
く
だ
さ
い
。

【
留
意
事
項
】

⃝
 

調
査
票
が
届
い
た
人
で
登
録
を
希
望
し

な
い
人
は
、
同
封
の「
名
簿
情
報
提
供

拒
否
申
出
」を
提
出
く
だ
さ
い

⃝
 

調
査
票
が
届
か
な
か
っ
た
人
も
登
録
で

き
ま
す（
⑧
の
対
象
者
）

⃝
 

名
簿
に
登
録
さ
れ
て
も
、
災
害
時
の
支

援
が
保
証
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん

名
簿
の
対
象
者

次
の
①
～
⑧
に
該
当
す
る
人
の
う
ち
、

災
害
時
に
自
ら
避
難
す
る
こ
と
が
困
難
で
、

家
族
の
支
援
だ
け
で
は
避
難
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
、
ま
た
は
家
族
な
ど
の
支
援
を

受
け
ら
れ
な
い
在
宅
の
人

①
65
歳
以
上
の
１
人
暮
ら
し

②
75
歳
以
上
の
み
の
世
帯

③
要
介
護
度
３
以
上

④ 

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２
級
の
交
付

を
受
け
て
い
て
、
１
・
２
級
の
肢
体
障

が
い
ま
た
は
、
視
覚
障
が
い
、
聴
覚
障

が
い
に
該
当

⑤
療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る

⑥ 

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
る

⑦ 

難
病
患
者
の
医
療
受
給
者
証
の
交
付
を

受
け
て
い
る

⑧ 

①~

⑦
に
準
じ
る
状
態
に
あ
り
、
自
ら

災
害
時
に
支
援
が
必
要
な
人
の

名
簿
を
作
成
し
て
い
ま
す

避
難
行
動
要
支
援
者

災
害
が
発
生
し
た
と
き
や
、
発
生
の
恐
れ
の
あ
る
と
き
に
、
自
力
で
の
避
難
が
難
し
い

高
齢
者
や
障
が
い
の
あ
る
人
は
、
避
難
情
報
の
伝
達
や
避
難
所
へ
の
誘
導
な
ど
の
支
援
が

必
要
で
す
。
市
で
は
、災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
い
て「
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
」（
名
簿
）

を
作
成
。
自
治
公
民
館
や
民
生
委
員
・
児
童
委
員
、
消
防
団
な
ど
の「
避
難
支
援
等
関
係
者
」

と
連
携
し
な
が
ら
、
避
難
を
支
援
す
る
仕
組
み
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ　
福
祉
課　
23
－
２
９
８
０

都 城 市対 象 者

「避難支援等関係者」と情報を共有
例：自治公民館、自主防災組織、民生委員・児童委員、
　 消防団、社会福祉協議会など

「避難行動要支援者名簿」に登録
（氏名、年齢、性別、住所、電話番号、支援の内容などを記載）

調査票が
届かなかった人も
届出ができます

・日ごろの見守り
・避難情報の伝達

市との取扱協定締結に
より名簿を提供

調査票回答
◦登録の可否
◦�地域への名簿
　提供の可否
　（拒否申出）

調査票を送付

登録申出

名簿に登録しません

拒否申出をした人

地域へ名簿を提供しません※

自ら、または家族の
支援で避難できる

名簿の活用

名簿の登録と活用の流れ

※生命を保護するために特に必要であると判断した場合は、この限りではありません
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